
保全・再生部会の審議について 資料１ 

１．保全・再生部会の議事概要について                       

■第１回保全・再生部会議事概要（令和６年９月２６日開催） 

（１）希少種の保全に関する政令市、中核市の事例を報告 

（２）貴重野生動植物種の捕獲等許可申請等のデジタル申請の方法について を報告 

（３）今後の希少種等の保全について を審議 

（決定事項） 

・貴重野生動植物種以外に優先的に保全等が必要である種を選定する。 

・各分類群の専門部会へ、保全対象種（仮称）※の選定基準（案）について意見聴取を行い、 

第２回保全・再生部会で選定基準(案)を決定する。 

※ 保全対象種（仮称）は、第２回保全・再生部会から（仮称）保全推進事業対象種と名称を変更 

 

■第２回保全・再生部会議事概要（令和６年１２月１６日開催） 

（１）（仮称）保全推進事業対象種の選定について を審議 

（２）市民への周知・啓発について を報告 

（決定事項） 

 ・（仮称）保全推進事業対象種の選定基準を決定 

 ・（仮称）保全推進事業対象種の正式な名称は、第２回自然環境保全推進委員会までに決定 

  ⇒部会長の了承のもと、保全推進事業対象種と決定 

 ・希少野生動植物種に関する情報の取扱いなどに関する周知・啓発について HP のリンクを充実させるなど 

２．保全推進事業対象種の選定について                                                                

■保全推進事業対象種の選定 

 保全・再生部会の決定に基づき、今後、保全推進事業対象種を選定する。選定された各種について、条例に基

づく貴重野生動植物種への新たな指定も含めて、保全への取り組み方などを検討する。 

 

■保全推進事業対象種の選定基準 

保全推進事業対象種の選定基準(案)作成に係る意見聴取を９分類群の専門部会長へ実施し、第２回保全・再

生部会で選定基準を決定した。 

 

 

■保全推進事業対象種の選定に係るスケジュール 

令和 7 年度 ・選定基準をもとに各分類群の専門家へ選定を依頼 

必要に応じて追加調査を実施 

令和 8 年度以降 ・選定された各保全推進事業対象種について、保全への取り組み方などを検討 

・自然環境保全活動団体等の新たな指定について検討 

・貴重野生動植物種の指定について検討 

保全推進事業対象種(案)について自然環境保全推進委員会で審議 

貴重野生動植物種の指定を進めるかどうか自然環境保全推進委員会で審議 

貴重野生動植物種の指定を進める場合、環境審議会で審議 

 

３．市民への周知・啓発について                                                  

■保全・再生部会からの意見 

・希少な動植物が生息・生育する場所の特定につながるような行為（位置情報を SNS へ投稿するなど）は盗掘

等が起こりやすい事例を紹介する。 

・生きものを飼う（買う）際にその入手方法についても疑問をもつことが飼う（買う）責任であることを周知・

啓発する。 

 

■周知・啓発の実施内容 

 ・岐阜市ホームページに、下記のとおり周知・啓発を目的としたページを作成した。 

 ・今後ホームページでの周知・啓発に加えて、広報、SNS などによる周知・啓発も検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


